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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸が貫通するハウジングのボス部の内周面と前記回転軸の外周面との間に、前記ハ
ウジングの内部側と外部側とを軸封するメカニカルシールが設置されているとともに、前
記ボス部の前記メカニカルシールよりも外部側に漏出油を外部に排出する油排出孔が設け
られている冷媒圧縮機において、
　前記メカニカルシールは、前記ボス部の内周面に固定設置されている固定環と、該固定
環の内部側に該固定環と対向されて前記回転軸の外周面に固定設置され、前記固定環との
互いに対向する側面間に接触摺動部を形成する回転環とを備え、
　前記固定環よりも外部側の前記ボス部の内周面に環状段差部が設けられ、該環状段差部
の内部側に前記固定環が固定設置されているとともに、該環状段差部の内周面の全部また
は少なくとも重力方向下側の一部に前記固定環側からその外部側の前記油排出孔に向って
漸次径が拡大する傾斜部が設けられていることを特徴とする冷媒圧縮機。
【請求項２】
　回転軸が貫通するハウジングのボス部の内周面と前記回転軸の外周面との間に、前記ハ
ウジングの内部側と外部側とを軸封するメカニカルシールが設置されているとともに、前
記ボス部の前記メカニカルシールよりも外部側に漏出油を外部に排出する油排出孔が設け
られている冷媒圧縮機において、
　前記メカニカルシールは、前記ボス部の内周面に固定設置されている固定環と、該固定
環の内部側に該固定環と対向されて前記回転軸の外周面に固定設置され、前記固定環との
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互いに対向する側面間に接触摺動部を形成する回転環とを備え、
　前記固定環よりも外部側の前記ボス部の内周面に環状段差部が設けられ、該環状段差部
の内径が前記固定環の内径よりも大きくされているとともに、該環状段差部の内周面の全
部または少なくとも重力方向下側の一部に前記固定環側からその外部側の前記油排出孔に
向って漸次径が拡大する傾斜部が設けられていることを特徴とする冷媒圧縮機。
【請求項３】
　前記固定環には、その内周面の全部または少なくとも重力方向下側の一部を、前記回転
環側から前記外部側に向って漸次拡大する第２傾斜部が設けられていることを特徴とする
請求項１または２に記載の冷媒圧縮機。
【請求項４】
　前記ボス部の内周面に設けられる前記傾斜部と、前記固定環に設けられる前記第２傾斜
部とは、連続的に設けられていることを特徴とする請求項３に記載の冷媒圧縮機。
【請求項５】
　前記油排出孔は、前記傾斜部に開口されて設けられていることを特徴とする請求項１な
いし４のいずれかに記載の冷媒圧縮機。
【請求項６】
　前記回転環の前記接触摺動部の内径をＤ１とし、前記固定環の内周面の内径または内周
面の少なくとも重力方向下方の一部の内径をＤ２としたとき、前記Ｄ１およびＤ２が、（
Ｄ１－Ｄ２）／Ｄ１≦０．０７を満たしていることを特徴とする請求項１ないし５のいず
れかに記載の冷媒圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転軸が貫通するハウジングのボス部内周面と回転軸外周面との間に、ハウ
ジングの内部側と外部側（大気側）とを軸封するメカニカルシールが設置される冷媒圧縮
機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　冷媒圧縮機にあって、内部に圧縮機構が収容設置されるハウジングから回転軸の一端が
ハウジング外部に突出され、外部駆動源により駆動されるタイプの所謂開放型冷媒圧縮機
においては、回転軸が貫通する部分をシールし、ハウジング内部を大気に対して気密にす
る必要がある。このシールに関して、昨今、冷媒としてＲ４１０ＡやＣＯ２等の高圧冷媒
が使用されることに伴い、メカニカルシールが用いられるようになっている。メカニカル
シールは、一般にハウジング側に固定設置される固定環と、回転軸側に固定設置される回
転環とを備え、この回転環と固定環とが比較的小さい面積でバネ圧を介して接触摺動され
ることにより、軸シール機能を達成するように構成される。
【０００３】
　ところで、高圧冷媒であるＲ４１０Ａは、例えばＲ４０７ＣやＲ１３４ａ等に比べて圧
力が１．５～４倍程度高くなるため、メカニカルシールにおける接触摺動部での発熱量が
増加する傾向にある。一方、メカニカルシールと云えども、接触摺動部からの潤滑油の漏
出は皆無ではなく、極々微量の潤滑油が漏出する場合がある。接触摺動部から漏出した潤
滑油が固定環周辺に滞留すると、接触摺動部で発せられる高熱に晒され、劣化してスラッ
ジ化し、固定環周辺に堆積される。こうして堆積されたスラッジは、接触摺動部に噛み込
まれ、接触摺動部を損傷するおそれがあり、軸封性の低下や潤滑油の漏出拡大等の不具合
をもたらす原因となる。
【０００４】
　そこで、摺動面から漏出した潤滑油が摺動面付近に滞留してスラッジ化するのを防止す
るために、回転環と固定環および回転軸の外周面とで接触摺動部よりも内側にオイル収容
空間を形成し、この空間に回転軸に設けたオイル供給通路を開口させることにより、常時
オイルが循環される経路を構成した冷媒圧縮機が特許文献１に示されている。これは、オ
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イルを循環させることにより、接触摺動部のオイル切れとブリスターの発生および接触摺
動部付近でのスラッジ発生を防止し、さらに、接触摺動部から漏出したオイルを遠心力に
より接触摺動部付近から離れる方向に排除し、接触摺動部付近にオイルが滞留することに
よるスラッジ化を防止しようとするものである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２４２０６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に示されたものは、接触摺動部よりも内側にオイル収容空間
を形成するために、ハウジングのボス部内周面に固定設置される固定環をハウジングの内
部側に設置し、その外部側に固定環と対向させて回転環を回転軸の外周に固定設置した構
成としている。このため、組み立て時には、固定環を固定設置したハウジングのボス部に
回転軸の一端を挿入した後、ボス部の外部側から回転環を挿入し、回転環を回転軸の外周
に固定設置する必要があり、組み立てがし難くなるという問題を有する。
【０００７】
　また、オイル収容空間を経由するオイル循環路を形成しなければならず、それが設計上
の制約条件となるとともに、接触摺動部に対するオイルの給油方向がメカニカルシールの
中心側から外周側に向う方向となるため、漏出油を接触摺動部付近から離れる方向に排除
し易くする排出面を固定環側面の摺動面と対向する加工精度を要する面に加工しなければ
ならず、加工がし難いという問題がある。さらに、接触摺動部に対するオイルの給油方向
が中心側から外周側に向う構成の場合に、上記効果が期待できるが、オイルの給油方向が
外周側から中心側に向う方向となるものに対しては、十分な効果が期待できないという問
題がある。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、組み立てが容易で、かつメ
カニカルシールの接触摺動部に対する給油方向が外周側から中心側に向う方向となるもの
において、接触摺動部から漏出する潤滑油を速やかに排出し、固定環周辺での油のスラッ
ジ化を防止することができる冷媒圧縮機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の冷媒圧縮機は、以下の手段を採用する。
　すなわち、本発明にかかる冷媒圧縮機は、回転軸が貫通するハウジングのボス部の内周
面と前記回転軸の外周面との間に、前記ハウジングの内部側と外部側とを軸封するメカニ
カルシールが設置されているとともに、前記ボス部の前記メカニカルシールよりも外部側
に漏出油を外部に排出する油排出孔が設けられている冷媒圧縮機において、前記メカニカ
ルシールは、前記ボス部の内周面に固定設置されている固定環と、該固定環の内部側に該
固定環と対向されて前記回転軸の外周面に固定設置され、前記固定環との互いに対向する
側面間に接触摺動部を形成する回転環とを備え、前記固定環よりも外部側の前記ボス部の
内周面に環状段差部が設けられ、該環状段差部の内部側に前記固定環が固定設置されてい
るとともに、該環状段差部の内周面の全部または少なくとも重力方向下側の一部に前記固
定環側からその外部側の前記油排出孔に向って漸次径が拡大する傾斜部が設けられている
ことを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、ハウジングのボス部内周面に固定設置される固定環の内部側に、回転
軸の外周に固定設置される回転環が設けられているため、組み立て時には、ボス部内周面
に固定設置されている固定環の内周に回転環が固定設置されている回転軸を嵌合して組み
立てればよく、組み立てを容易化することができる。また、固定環と回転環との接触摺動
部の外周側が油および／または冷媒の雰囲気となり、接触摺動部に対する給油方向がメカ
ニカルシールの外周側から中心側に向う方向となるため、ハウジング内部の潤滑油は、固
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定環の内周面側に漏出されることになるが、この漏出油をボス部の内周面に設けられてい
る環状段差部の内周面に設けられた外部側に向って漸次径が拡大する傾斜部により速やか
に油排出孔へと導き排出することができる。従って、漏出油が固定環周辺に滞留して高温
に晒されることがなく、それがスラッジ化して堆積し、接触摺動部に噛み込まれることに
よって発生する軸封性の低下や潤滑油の漏出拡大等の不具合を解消することができる。特
に、高圧冷媒の使用によって接触摺動部での発熱量が増加する傾向にあることから、漏出
油のスラッジ化防止対策として有効である。
【００１１】
　さらに、本発明にかかる冷媒圧縮機は、回転軸が貫通するハウジングのボス部の内周面
と前記回転軸の外周面との間に、前記ハウジングの内部側と外部側とを軸封するメカニカ
ルシールが設置されているとともに、前記ボス部の前記メカニカルシールよりも外部側に
漏出油を外部に排出する油排出孔が設けられている冷媒圧縮機において、前記メカニカル
シールは、前記ボス部の内周面に固定設置されている固定環と、該固定環の内部側に該固
定環と対向されて前記回転軸の外周面に固定設置され、前記固定環との互いに対向する側
面間に接触摺動部を形成する回転環とを備え、前記固定環よりも外部側の前記ボス部の内
周面に環状段差部が設けられ、該環状段差部の内径が前記固定環の内径よりも大きくされ
ているとともに、該環状段差部の内周面の全部または少なくとも重力方向下側の一部に前
記固定環側からその外部側の前記油排出孔に向って漸次径が拡大する傾斜部が設けられて
いることを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、ハウジングのボス部の内周面に設けられる環状段差部の内径が、固定
環の内径よりも大きくされているとともに、該環状段差部の内周面の全部または少なくと
も重力方向下側の一部に固定環側からその外部側の油排出孔に向って漸次径が拡大する傾
斜部が設けられているため、固定環の内周面側に漏出された漏出油が、ボス部の内周面に
設けられている環状段差部によって堰き止められることがなく、該油を内径が大きい環状
段差部の内周面に設けられた外部側に向って漸次径が拡大する傾斜部により速やかに油排
出孔へと導き排出することができる。従って、漏出油が固定環周辺に滞留して高温に晒さ
れることがなく、それがスラッジ化して堆積し、接触摺動部に噛み込まれることによって
発生する軸封性の低下や潤滑油の漏出拡大等の不具合を解消することができる。特に、高
圧冷媒の使用によって接触摺動部での発熱量が増加する傾向にあることから、漏出油のス
ラッジ化防止対策として有効である。
【００１３】
　さらに、本発明の冷媒圧縮機は、上述のいずれかの冷媒圧縮機において、前記固定環に
は、その内周面の全部または少なくとも重力方向下側の一部を、前記回転環側から前記外
部側に向って漸次拡大する第２傾斜部が設けられていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明によれば、固定環の内周面に設けられている第２傾斜部により、メカニカルシー
ルから漏出される油をより速やかに油排出孔へと導き排出することができる。これによっ
て、漏出油が固定環周辺で滞留し、スラッジ化して堆積することにより発生する軸封性の
低下や潤滑油の漏出拡大等を防止することができる。
【００１５】
　さらに、本発明の冷媒圧縮機は、上記の冷媒圧縮機において、前記ボス部の内周面に設
けられる前記傾斜部と、前記固定環に設けられる前記第２傾斜部とは、連続的に設けられ
ていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明によれば、ボス部内周面の傾斜部と固定環に設けられている第２傾斜部とを連続
的に設けているので、メカニカルシールからの漏出油を連続する両傾斜部によって速やか
に油排出孔に導き外部へと排出することができる。このため、メカニカルシールから漏出
された油が油排出孔に至る途中での滞留時間を短くし、漏出油のスラッジ化による堆積を
確実に抑制することができる。
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【００１７】
　さらに、本発明の冷媒圧縮機は、上述のいずれかの冷媒圧縮機において、前記油排出孔
は、前記傾斜部に開口されて設けられていることを特徴とする。
【００１８】
　本発明によれば、傾斜部を伝って外部側へと流出される漏出油を、そのまま傾斜部に開
口されている油排出孔へと排出することができる。従って、漏出油の滞留時間を一段と短
縮化し、より速やかに外部へと排出することができる。
【００１９】
　さらに、本発明の冷媒圧縮機は、上述のいずれかの冷媒圧縮機において、前記回転環の
前記接触摺動部の内径をＤ１とし、前記固定環の内周面の内径または内周面の少なくとも
重力方向下方の一部の内径をＤ２としたとき、前記Ｄ１およびＤ２が、（Ｄ１－Ｄ２）／
Ｄ１≦０．０７を満たしていることを特徴とする。
【００２０】
　本発明によれば、回転環の接触摺動部の内径Ｄ１と、固定環の内周面の内径または内周
面の少なくとも重力方向下方の一部の内径Ｄ２とが、（Ｄ１－Ｄ２）／Ｄ１≦０．０７を
満たすように設定される。このため、回転環の接触摺動部と固定環の内周面との間への漏
出油の溜まり込みを防止することができる。従って、漏出油が固定環周辺で滞留し、スラ
ッジ化して堆積することにより発生する不具合を解消することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によると、組み立てを容易化できるとともに、メカニカルシールから漏出する潤
滑油を速やかに油排出孔に導き排出することができる、あるいは潤滑油が漏出する固定環
周辺の発熱による温度上昇を抑制することができるため、漏出油がメカニカルシールの固
定環周辺に滞留して高温に晒されることがなく、それがスラッジ化して堆積し、接触摺動
部に噛み込まれることにより発生する軸封性の低下や潤滑油の漏出拡大等の不具合を解消
することができる。特に、高圧冷媒の使用によって接触摺動部での発熱量が増加する傾向
にあることから、漏出油のスラッジ化防止対策として有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に、本発明にかかる実施形態について、図面を参照して説明する。
［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態について、図１および図２を用いて説明する。
　図１には、本発明の第１実施形態にかかる冷媒圧縮機の一部を破断して示す外観図が示
されている。冷媒圧縮機１は、左右方向に延設される筒形のハウジング２を有する。この
ハウジング２は、リアハウジング５と、フロントハウジング６と、駆動部ハウジング７と
を一体に結合して構成される。
【００２３】
　ハウジング２の内部空間には、冷媒ガスを圧縮する図示省略の圧縮機構が組み込まれて
いる。この圧縮機構は如何なる方式の圧縮機構でもよく、例えば、公知の斜板式、ロータ
リ式、あるいはスクロール式の圧縮機構であってよい。ハウジング２には、低圧の冷媒ガ
スを吸入する図示省略の吸入ポートと、圧縮した高温高圧の冷媒ガスを吐出する図示省略
の吐出ポートとが設けられる。また、ハウジング２の内部には、圧縮機構を駆動するため
の回転軸２５が軸受を介して回転自在に支持されている。
【００２４】
　回転軸２５は、前端側がフロントハウジング６および駆動部ハウジング７を貫通し、駆
動部ハウジング７のボス部７Ａ内をその端部まで延設される長さを有しており、前端部が
外部側（大気側）に突出されている。回転軸２５の前端部には、電磁クラッチ２６が取り
付けられている。また、回転軸２５の外周面と駆動部ハウジング７のボス部７Ａの内周面
との間には、回転軸２５の貫通部分を軸封し、ハウジング２の内部側と外部側（大気側）
とを気密にシールするメカニカルシール３０が設けられる。電磁クラッチ２６のプーリ部
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分は、駆動部ハウジング７の外周に軸受を介して回転可能に取り付けられており、図示省
略の外部駆動源によりベルト駆動され、クラッチオン時に回転軸２５を回転駆動するよう
に構成されている。
【００２５】
　メカニカルシール３０が設けられている位置よりも内部側には、油溜り３２が区画され
ている。また、駆動部ハウジング７の直後に位置する回転軸２５には、油ポンプ３３が取
り付けられている。この油ポンプ３３の吸引部とハウジング２内部の下部とを連通する吸
引孔３４がフロントハウジング６に設けられている。油ポンプ３３は、回転軸２５の回転
に伴い作動され、ハウジング２内の下部に貯留されている潤滑油を、吸引孔３４を経て吸
引し、油溜り３２に吐出する。そして、回転軸２５の内部に設けられている図示省略の給
油孔等を介して軸受等に給油されるようになっている。
【００２６】
　上記の冷媒圧縮機１は、電磁クラッチ２６がオンされることにより、回転軸２５が回転
駆動される。回転軸２５の回転により圧縮機構が駆動され、図示省略の吸入ポートから低
圧の冷媒ガスを吸い込み、圧縮して高温高圧の冷媒ガスとし、図示省略の吐出ポートを経
て外部へと吐出する。また、回転軸２５の回転と同時に油ポンプ３３が作動され、ハウジ
ング２内の下部に貯留されている潤滑油を吸引孔３４から吸引し、油溜り３２に汲み上げ
る。この潤滑油は、図示省略の給油孔を経て後方側の軸受等の所要潤滑箇所に給油されて
潤滑に供される。また、油溜り３２の前端部を構成するメカニカルシール３０は、後方側
へと送られる潤滑油の経路を構成しているため、メカニカルシール３０には、常時潤滑油
が供給されることになる。これにより、メカニカルシール３０は十分に潤滑されるととも
に冷却される。
【００２７】
　次に、本実施形態の主要部をなすメカニカルシール３０周りの構成について説明する。
　図２には、駆動部ハウジング７部分の内部構造の縦断面図が示されている。メカニカル
シール３０は、外周面にＯリング４２が嵌装され、内部側側面が摺動面４３とされた環状
の固定環４１と、固定環４１の摺動面４３上を接触摺動する摺動突起４５が外部側側面に
設けられ、内周面にＯリング４６が嵌装された環状の回転環４４と、回転環４４を軸方向
に移動可能に保持する保持器４７と、保持器４７と回転環４４との間に介装されたバネ部
材４８とを備えている。
【００２８】
　駆動部ハウジング７のボス部７Ａの内周面には、メカニカルシール３０の固定環４１を
固定設置するための環状段差部４９が設けられている。固定環４１は、ボス部７Ａの内部
にその鍔付き側開口から挿入され、環状段差部４９に当接されて軸方向に位置決め固定さ
れる。固定環４１の外周面は、ボス部７Ａの内周面に対してＯリング４２により気密にシ
ールされる。一方、回転軸２５の油ポンプ３３の設置部よりも少し前端側には、外周の一
部をカットした段付きの取り付け面５０が設けられている。メカニカルシール３０の回転
環４４および保持器４７は、回転軸２５に対して前端側から挿入され、保持器４７が段付
きの取り付け面５０に嵌合されることによって、回転軸２５の外周に軸方向に位置決めさ
れて固定される。回転環４４の内周面は、回転軸２５の外周面に対してＯリング４６によ
り気密にシールされる。
【００２９】
　メカニカルシール３０を構成する固定環４１と回転環４４および保持器４７とをそれぞ
れ上記のようにボス部７Ａと回転軸２５とに組み付け設置した状態で、駆動部ハウジング
７のボス部７Ａを、フロントハウジング６の前壁部８より突出されている回転軸２５の前
端部分に嵌め込み、駆動部ハウジング７をフロントハウジング６にボルトで固定すること
により、固定環４１の摺動面４３と回転環４３の摺動突起４５とがバネ部材４７によるバ
ネ圧を受けた状態で接触される。これにより、固定環４１と回転環４４との間に接触摺動
部が構成され、メカニカルシール３０を介して回転軸２５のハウジング２から外部側（大
気側）への貫通部分が軸封される。
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【００３０】
　また、駆動部ハウジング７のボス部７Ａには、環状段差部４９の外部側にメカニカルシ
ール３０から漏出された潤滑油を図示省略の外部ドレンに導いて排出する油排出孔５１が
設けられている。さらに、環状段差部４９の内周面および固定環４１の内周面には、メカ
ニカルシール３０から漏出された潤滑油を固定環４１の周辺で滞留させることなく、速や
かに油排出孔５１導き、外部に排出するための傾斜部４９Ａおよび４１Ａが設けられてい
る。この傾斜部４９Ａ、４１Ａは、それぞれの内周面の内径が、ハウジングの内部側から
外部側に向って漸次拡大するように連続的に設けられる。
【００３１】
　しかして、本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
　メカニカルシール３０は、固定環４１がボス部７Ａの内周面に固定設置され、回転環４
４が固定環４１と対向されてその内部側に回転軸２５の外周面に固定設置された構成とさ
れているため、組み立て時には、駆動部ハウジング７のボス部７Ａ内周面に固定されてい
る固定環４１の内周に、回転環４４が固定されている回転軸２５を嵌合することによって
組み立てればよく、圧縮機の組み立てを容易化することができる。
【００３２】
　また、メカニカルシール３０が設置されている位置の駆動部ハウジング７内の内部側は
油溜り３２であり、圧縮機運転中は冷媒を含む潤滑油で満たされている。このため、メカ
ニカルシール３０は、その外周面側全体が油溜り３２内の潤滑油と接し、十分に潤滑され
るとともに冷却されることになる。さらに、圧縮機運転中、メカニカルシール３０の回転
環４４は回転軸２５と共に回転され、摺動突起４５が固定環４１の摺動面４３に接触摺動
することにより両者間をシールしている。この際、接触摺動部に対して、油溜り３２の潤
滑油は回転環４４の外周側から中心側に向って給油される。また、メカニカルシール３０
は、潤滑油により冷却されているとはいえ、摺動面４３と摺動突起４５との接触摺動によ
って固定環４１および回転環４４は発熱する。この発熱は、高圧冷媒の使用によって増大
化する傾向にある。
【００３３】
　一方、固定環４１と回転環４４との間は、摺動面４３と摺動突起４５との接触摺動部に
よりシールされてはいるものの、時として極々微量の潤滑油が接触摺動部から漏出される
場合がある。この潤滑油の漏出は、潤滑油が回転環４４の外周側から中心側に向って給油
されているため、固定環４１の内周面側に漏出されることになる。この漏出油が固定環４
１の内周面周辺に滞留すると、上記した発熱による高温に晒され、スラッジ化して堆積す
るおそれがあるが、本実施形態では、固定環４１の内周面および環状段差部４９の内周面
が、共に外部側に向って内径が拡大される傾斜部４１Ａ，４９Ａとされているため、漏出
した潤滑油は両傾斜部４１Ａ，４９Ａに沿って外部側へと流出され、油排出孔５１を通し
て外部に排出される。
【００３４】
　このように、万一メカニカルシール３０から微量の潤滑油が漏出しても、その潤滑油を
傾斜部４１Ａ，４９Ａによって速やかに油排出孔５１へと導き、外部に排出することがで
きる。従って、漏出油が固定環４１の周辺に滞留して高温に晒されることがなく、それが
スラッジ化して堆積することにより発生する不具合、すなわちスラッジが接触摺動部に噛
み込まれ、接触摺動部を損傷することに起因する軸封性の低下や潤滑油の漏出拡大等の不
具合を解消することができる。特に、高圧冷媒の使用によって接触摺動部での発熱量が増
加する傾向にあることから、漏出油のスラッジ化防止対策として有効である。
【００３５】
　なお、上記実施形態では、固定環４１の内周面および環状段差部４９の内周面の両方に
傾斜部４１Ａ，４９Ａを設けた例について説明したが、かかる傾斜部は、固定環４１の内
周面および環状段差部４９の内周面のいずれか一方だけに設けてもよく、このような構成
にしても、上記とほぼ同等の効果を得ることができる。
　また、傾斜部４１Ａ，４９Ａは、必ずしも固定環４１の内周面および環状段差部４９の
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内周面の全範囲に設ける必要はなく、少なくとも重力方向下側の一部だけに設けた構成と
することによっても、その目的を達成することができる。この場合、傾斜部４１Ａ，４９
Ａは、例えば、固定環４１の内周面および環状段差部４９の内周面の重力方向下側の一部
に軸線方向に沿う溝を設け、その溝の底面を外部側に向って漸次テーパー状に拡大するよ
うに形成して構成すればよい。
【００３６】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について、図３を用いて説明する。
　本実施形態は、上記した第１実施形態に対して、メカニカルシール３０の固定環４１の
構成を部分的に変更している点が異なっている。その他の点については、第１実施形態と
同様であるので説明は省略する。
　図３には、駆動部ハウジング７部分の内部構造の縦断面図が示されている。本実施形態
では、回転環４４に設けられる摺動突起４５の内径Ｄ１と、固定環４１の内周面の内径Ｄ
２とが略等しくされている。この摺動突起４５の内径Ｄ１と、固定環４１の内周面の内径
Ｄ２とは、好ましくは、（Ｄ１－Ｄ２）／Ｄ１≦０．０７を満たすように設定される。
【００３７】
　上記の実施形態によると、回転環４４の摺動突起４５の内径Ｄ１と、固定環４１の内周
面の内径Ｄ２とが略等しくされていることから、接触摺動部から固定環４１の内周面側に
漏出された潤滑油が回転環４４の摺動突起４５と固定環４１の内周面との間に溜まり込む
ことがなく、速やかに外部側へと流出され、油排出孔５１から外部に排出される。
　従って、本実施形態においても、上記第１実施形態と同様、メカニカルシール３０から
の漏出油が固定環４１の周辺に滞留して高温に晒されることがなく、それがスラッジ化し
て堆積し、摺動面に噛み込まれることに起因する軸封性の低下および油の漏洩拡大を防止
することができるという効果を奏する。
【００３８】
　特に、摺動突起４５の内径Ｄ１と固定環４１の内周面の内径Ｄ２は、（Ｄ１－Ｄ２）／
Ｄ１≦０．０７を満たすため、回転環４４の摺動突起４５と固定環４１の内周面との間に
形成される凹み空間をほぼ無くすることができ、該凹み空間への漏出油の滞留を防止する
ことができる。なお、図３においては、固定環４１の内周面および環状段差部４９の内周
面がそれぞれ円筒面とされているが、固定環４１の内周面および環状段差部４９の内周面
の全部または少なくとも重力方向下側の一部に、上記した第１実施形態と同様の傾斜部を
設けた構成としてもよい。
【００３９】
［第１参考例］
　次に、本発明の第１参考例について、図４を用いて説明する。
　本参考例は、上記した第１実施形態に対して、メカニカルシール３０からの漏出油を油
排出孔５１に移送するための構成が異なる。その他の点については、第１実施形態と同様
であるので説明は省略する。
　本参考例は、図４に示されるように、回転軸２５の外周面におけるメカニカルシール３
０の回転環４４が固定設置されている位置よりも外部側から油排出孔５１と対応する位置
までの区間の全範囲または一部の範囲に、回転軸２５の回転に伴いメカニカルシール３０
からの漏洩油を油排出孔５１に向って移送する螺旋溝５２を設けた構成を有する。
【００４０】
　上記の構成により、仮にメカニカルシール３０の接触摺動部から固定環４１の内周側に
潤滑油が漏出されることがあっても、この漏出油を回転軸２５に設けられている螺旋溝５
２によって、速やかに油排出孔５１に向って移送し、油排出孔５１から外部へと排出する
ことができる。従って、本実施形態においても、メカニカルシール３０からの漏出油が固
定環４１周辺に滞留して高温に晒されることがなく、それがスラッジ化して堆積し、接触
摺動部に噛み込まれることによって発生する軸封性の低下や潤滑油の漏出拡大等の不具合
を解消することができる。なお、上記した螺旋溝５２は、溝ではなく、螺旋状の突起であ
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ってもよい。
【００４１】
［第２参考例］
　次に、本発明の第２参考例について、図４を用いて説明する。
　本参考例は、上記した第１実施形態に対して、メカニカルシール３０の固定環４１周辺
の温度上昇を抑制できるようにしている点が異なる。その他の点については、第１実施形
態と同様であるので説明は省略する。
　本参考例は、図４に示されるように、固定環４１またはその設置部近傍に、温度センサ
５３を設け、この温度センサ５３により検出される固定環４１またはその設置部近傍の温
度が設定温度以上になったとき、回転軸２５の回転を停止または減速制御する構成とされ
ている。なお、回転軸２５の回転を停止するには、電磁クラッチ２６をオフにすればよく
、減速するには、外部駆動源の回転を減速すればよい。
【００４２】
　上記の構成によれば、固定環４１またはその設置部近傍の温度が設定温度以上になった
とき、回転軸２５の回転が停止または減速されるため、接触摺動部での発熱による固定環
４１周辺の温度上昇を抑制することができる。従って、接触摺動部から潤滑油が漏出する
ことがあっても、漏出油が固定環周辺に滞留して高温に晒されることがなく、それがスラ
ッジ化して堆積し、接触摺動部に噛み込まれることにより発生する軸封性の低下や潤滑油
の漏出拡大等の不具合を解消することができるという効果を得ることができる。
【００４３】
［第３参考例］
　次に、本発明の第３参考例について、図４を用いて説明する。
　本参考例は、上記した第１実施形態に対して、メカニカルシール３０の固定環４１周辺
の温度上昇を抑制する手段を備えて点が異なる。その他の点については、第１実施形態と
同様であるので説明は省略する。
　本参考例は、図４に示されるように、メカニカルシール３０の固定環４１の外部側空間
に、外部空気を送風して固定環４１および回転環４４を冷却する冷却手段５４を設けた構
成とされる。この冷却手段５４は、回転軸２５の外周に複数枚の送風羽根５４Ａを設けて
構成することができる。
【００４４】
　上記の構成により、メカニカルシール３０の外部側から固定環４１および回転環４４に
低温の外気を送風して、固定環４１および回転環４４を強制的に冷却し、接触摺動部での
発熱による固定環４１周辺の温度上昇を抑制することができる。従って、本実施形態にお
いても、メカニカルシール３０からの漏出油が固定環周辺に滞留して高温に晒されること
がなく、それがスラッジ化して堆積し、接触摺動部に噛み込まれることにより発生する軸
封性の低下や潤滑油の漏出拡大等の不具合を解消することができるという効果を奏する。
また、冷却手段５４は、回転軸２５に送風羽根５４Ａを取り付けるだけで簡単に構成する
ことができる。
【００４５】
［第４参考例］
　次に、本発明の第４参考例について、図４を用いて説明する。
　本参考例は、上記した第１実施形態に対して、メカニカルシール３０の固定環４１周辺
の温度上昇を抑制する手段を備えて点が異なる。その他の点については、第１実施形態と
同様であるので説明は省略する。
　本参考例は、図４に示されるように、固定環４１の反回転環側側面および／または内周
面に冷却フィン５５を一体または別体に設けて構成される。なお、図４には、固定環４１
の反回転環側側面に別体の冷却フィン５５を設けた例が図示されている。
【００４６】
　上記の構成により、固定環４１の発熱をその側面および／または内周面に設けられてい
る冷却フィン５５により外部側に放熱し、固定環４１周辺の温度上昇を抑制することがで
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きる。従って、本実施形態においても、メカニカルシール３０からの漏出油が固定環周辺
に滞留して高温に晒されることがなく、それがスラッジ化して堆積し、接触摺動部に噛み
込まれることにより発生する軸封性の低下や潤滑油の漏出拡大等の不具合を解消すること
ができる。
【００４７】
［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態について、図５を用いて説明する。
　本参考例は、上記した第１実施形態に対して、油排出孔５１の構成が異なる。その他の
点については、第１実施形態と同様であるので説明は省略する。
　図５は、駆動部ハウジング７のボス部７Ａの縦断面図である。駆動部ハウジング７のボ
ス部７Ａの内周側には、上記したように、環状段差部４９が設けられており、この環状段
差部４９の内周面には、全周にわたり傾斜部４９Ａが設けられている。また、ボス部７Ａ
には、環状段差部４９の外部側にメカニカルシール３０からの漏出油を外部の油ドレンに
導いて、外部に排出するための油排出孔５１が穿設されている。
【００４８】
　本実施形態では、この油排出孔５１の開口５１Ａを、環状段差部４９の内周面における
傾斜部４９Ａの途中に設けている。このように油排出孔５１の開口５１Ａを傾斜部４９Ａ
の途中に設けることにより、回転軸２５の回転による遠心力の影響を受けながら環状段差
部４９内の傾斜部４９Ａを伝って外部方向へと移動しているメカニカルシール３０からの
漏出油を、そのまま傾斜部４９Ａに開口５１Ａが設けられている油排出孔５１へと直に排
出することができる。従って、漏出油の滞留時間を一段と短縮化し、より速やかに外部へ
と排出することができる。
【００４９】
　なお、本発明は、上記実施形態にかかる発明に限定されるものではなく、その要旨を逸
脱しない範囲において、適宜変形が可能である。例えば、上記実施形態では、メカニカル
シール３０の内部側に油溜り空間を設けた例について説明したが、この空間がミスト潤滑
油を含む冷媒雰囲気空間とされるものであってもよい。また、メカニカルシール３０の固
定環４１および回転環４４に設けられる摺動面４３および摺動突起４５により構成される
接触摺動部は、これに限らず、摺動面を回転環に、摺動突起を固定環に設ける等、他の構
成としてもよい。さらに、上記各実施形態を適宜組み合わせて用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる冷媒圧縮機の一例であるスクロール圧縮機の縦断
面図である。
【図２】図１に示すスクロール圧縮機の駆動部ハウジング部の縦断面図である。
【図３】本発明の第２実施形態にかかる駆動部ハウジング部の縦断面図である。
【図４】本発明の第１参考例ないし第４参考例にかかる駆動部ハウジング部の縦断面図で
ある。
【図５】本発明の第３実施形態にかかる駆動部ハウジングのボス部の縦断面図である。
【符号の説明】
【００５１】
１　スクロール圧縮機（冷媒圧縮機）
２　ハウジング
７　駆動部ハウジング
７Ａ　ボス部
２５　回転軸
３０　メカニカルシール
４１　固定環
４１Ａ　傾斜部（第２傾斜部）
４３　摺動面
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４４　回転環
４５　摺動突起
４９　環状段差部
４９Ａ　傾斜部
５１　油排出孔
５１Ａ　開口
Ｄ１　摺動突起の内径
Ｄ２　固定環の内径

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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